
   行 政 不 服 審 査 法 施 行 要 領  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 行 政 不 服 審 査 法 施 行 令 （ 平 成 2 7年

政 令 第 3 9 1号 ） 及 び 行 政 不 服 審 査 法 施 行 規 則 （ 平 成 2 8年

総 務 省 令 第 ５ 号 ） 、 愛 媛 県 手 数 料 条 例 （ 平 成 1 2年 愛 媛

県 条 例 第 ３ 号 ） 及 び 愛 媛 県 手 数 料 条 例 の 規 定 に よ る 手

数 料 の 金 額 等 を 定 め る 規 則 （ 平 成 1 2年 愛 媛 県 規 則 第 ６

号 ） に 定 め る も の の ほ か 、 行 政 不 服 審 査 法 （ 平 成 2 6年

法 律 第 6 8号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要

な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 閲 覧 等 請 求 ）  

第 ２ 条  法 第 3 8条 第 １ 項 （ 法 第 ９ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り

読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 、 法 第 6 6条 第 １ 項 に お い て 読

み 替 え て 準 用 す る 場 合 及 び 他 の 法 令 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 規 定 に よ る 閲 覧 又 は 交 付

の 求 め は 、 提 出 書 類 等 閲 覧 等 請 求 書 （ 様 式 第 １ 号 ） を

法 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 指 名 さ れ た 者 又 は 審 査 庁

（ 当 該 審 査 庁 が 同 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 機 関 で あ る 場 合 又

は 同 項 た だ し 書 の 特 別 の 定 め が あ る 場 合 に 限 る 。 ）

（ 以 下 「 審 理 員 等 」 と 総 称 す る 。 ） に 提 出 し て 行 わ な

け れ ば な ら な い 。  

２  法 第 8 1条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 法 第 7 8条 第 １ 項 の

規 定 に よ る 閲 覧 又 は 交 付 の 求 め は 、 提 出 資 料 閲 覧 等 請

求 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） を 愛 媛 県 行 政 不 服 審 査 会 に 提 出 し

て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 （ 閲 覧 ）  

第 ３ 条  法 第 3 8条 第 １ 項 又 は 第 8 1条 第 ３ 項 に お い て 準 用

す る 法 第 7 8条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 閲 覧 は 、 審 理 員 等 又

は 愛 媛 県 行 政 不 服 審 査 会 が 指 定 す る 日 時 及 び 場 所 に お

い て し な け れ ば な ら な い 。  

２  提 出 書 類 等 又 は 提 出 資 料 は 、 前 項 の 場 所 以 外 の 場 所

に 持 ち 出 す こ と が で き な い 。  

３  提 出 書 類 等 又 は 提 出 資 料 は 、 丁 重 に 取 り 扱 い 、 破 損 、

汚 損 、 加 筆 等 の 行 為 を し て は な ら な い 。  

４  前 ３ 項 の 規 定 に 違 反 す る 者 に 対 し て は 、 そ の 閲 覧 を

中 止 さ せ 、 又 は 閲 覧 を 禁 止 す る こ と が あ る 。  

 （ 交 付 手 数 料 の 納 付 ）  

第 ４ 条  愛 媛 県 手 数 料 条 例 別 表 ６ の 表 6 5の 項 又 は 6 6の 項



に 掲 げ る 手 数 料 （ 以 下 「 交 付 手 数 料 」 と い う 。 ） は 、

交 付 手 数 料 納 付 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に 愛 媛 県 収 入 証 紙 を

貼 っ て 納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 交 付 手 数 料 の 減 免 ）  

第 ５ 条  交 付 手 数 料 の 減 額 又 は 免 除 を 受 け よ う と す る 審

査 請 求 人 又 は 参 加 人 （ 以 下 「 審 査 請 求 人 等 」 と い う 。 ）

は 、 法 第 3 8条 第 １ 項 又 は 第 8 1条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す

る 法 第 7 8条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 交 付 を 求 め る 際 に 、 併

せ て 当 該 減 額 又 は 免 除 を 求 め る 旨 及 び そ の 理 由 を 提 出

書 類 等 閲 覧 等 請 求 書 又 は 提 出 資 料 閲 覧 等 請 求 書 に 記 載

し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 提 出 書 類 等 閲 覧 等 請 求 書 又 は 提 出 資 料 閲 覧 等

請 求 書 に は 、 審 査 請 求 人 等 が 生 活 保 護 法 （ 昭 和 2 5年 法

律 第 1 4 4号 ） 第 1 1条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 扶 助 を 受 け て い

る こ と を 理 由 と す る 場 合 に あ っ て は 当 該 扶 助 を 受 け て

い る こ と を 証 明 す る 書 面 を 、 そ の 他 の 事 実 を 理 由 と す

る 場 合 に あ っ て は 当 該 事 実 を 証 明 す る 書 面 を 、 そ れ ぞ

れ 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 送 付 に よ る 交 付 ）  

第 ６ 条  法 第 3 8条 第 １ 項 又 は 第 8 1条 第 ３ 項 に お い て 準 用

す る 法 第 7 8条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 交 付 を 受 け る 審 査 請

求 人 等 は 、 交 付 手 数 料 の ほ か 送 付 に 要 す る 費 用 を 納 付

し て 、 交 付 を 求 め る 書 面 の 送 付 を 求 め る こ と が で き る 。

こ の 場 合 に お い て 、 当 該 送 付 に 要 す る 費 用 は 、 郵 便 切

手 を 納 付 す る 方 法 に よ り 納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 2 8年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ３ 年 1 2月 ９ 日 か ら 施 行 す る 。  

 



様式第１号（第２条、第５条関係） 提出書類等閲覧等請求書 

 

提出書類等閲覧等請求書 

 年 月 日  

 

審理員（審査庁）       様 

 

 審査請求人（参加人）          

 

 行政不服審査法（平成26年法律第68号）第38条第１項（同法第９条第３項の

規定により読み替えて適用する場合、同法第66条第１項において読み替えて準

用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。）の規定により、   

に関する処分についての審査請求の審理手続において提出された下記の書類の

閲覧及び写し等の交付を求めます。 

 

記 

 

１ 閲覧を求める提出書類等 

 

２ 写し等の交付を求める書面等 

 

３ 交付の方法等 

上記２の書面等については、用紙の片面に白黒（カラー）で複写又は出力

したものの交付を求めます。（また、これらの写し等については、送付によ

る交付を求めます。） 

 

４ 書面等の写し等の交付手数料の減免について 

私は、以下の理由により、書面等の写し等の交付手数料を納付する資力が

ないため、愛媛県手数料条例（平成12年愛媛県条例第３号）第４条の規定に

よる当該手数料の減免を併せて申請します。 

(１) 理由 

(２) 添付書類（手数料を納める資力がない事実を証明する書面） 

 

 注１ 不要の文字は、抹消すること。 

２ 手数料の減免を求める場合は、次のいずれかの書類を添付すること。 

   (１) 生活保護法（昭和25年法律第144号）第11条第１項各号に掲げる扶助を受

けていることを証明する書面 

   (２) 経済的困難により手数料を納付する資力がない事実を証明する書面 



様式第２号（第２条、第５条関係） 提出資料閲覧等請求書 

 

提出資料閲覧等請求書 

 年 月 日  

 

愛媛県行政不服審査会 会長       様 

 

審査請求人（参加人）          

 

 行政不服審査法（平成26年法律第68号）第81条第３項において準用する同法

第78条第１項の規定により、  に関する処分についての審査請求に係る諮問

事件に関して愛媛県行政不服審査会に提出された下記の書類の閲覧及び写し等

の交付を求めます。 

 

記 

 

１ 閲覧を求める提出資料 

 

２ 写し等の交付を求める提出資料 

 

３ 交付の方法等 

上記２の提出資料については、用紙の片面に白黒（カラー）で複写又は出

力したものの交付を求めます。（また、これらの写し等については、送付に

よる交付を求めます。） 

 

４ 提出資料の写し等の交付手数料の減免について 

私は、以下の理由により、提出資料の写し等の交付手数料を納付する資力

がないため、愛媛県手数料条例（平成12年愛媛県条例第３号）第４条の規定

による当該手数料の減免を併せて申請します。 

(１) 理由 

(２) 添付書類（手数料を納める資力がない事実を証明する書面） 

 

 注１ 不要の文字は、抹消すること。 

  ２ 手数料の減免を求める場合は、次のいずれかの書類を添付すること。 

   (１) 生活保護法（昭和25年法律第144号）第11条第１項各号に掲げる扶助を受

けていることを証明する書面 

   (２) 経済的困難により手数料を納付する資力がない事実を証明する書面 

  



様式第３号（第４条関係） 交付手数料納付書 

 

交付手数料納付書 

年 月 日  

 

 審理員（審査庁・愛媛県行政不服審査会会長）      様 

 

審査請求人（参加人）          

 

    年 月 日付け「提出書類等（提出資料）の閲覧等の求めについて

（通知）」により認められた、下記の書類等の写し等の交付手数料として、下

記の金額を愛媛県収入証紙により納付します。 

 

記 

 

１ 納付金額 

      円 

２ 交付対象書類及び枚数 

(１)           枚 

(２)           枚 

 

愛媛県収入証紙貼付欄 

 注 不要の文字は、抹消すること。 


